
 

フグによる自家食中毒事故の発生について 

 

１ 発生年月日 
令和６年４月１９日（金） 

 
２ 発生場所 

七尾市内の港に停泊した船上 

 
３ 発生の端緒 
  令和６年４月１９日（金）１６時ごろ、七尾市内の医療機関から「自ら調理し
たフグを喫食した男性が、息苦しさ等の症状を呈し緊急搬送された。フグによる
食中毒と診断する。」旨、能登中部保健福祉センターへ連絡があった。 

 
４ 調査内容 

能登中部保健福祉センターの調査では、患者本人が、自ら釣ったフグを調理
し、喫食したところ、約２時間で息苦しいといった症状を呈し、医療機関に救急
搬送された。 

診察した医師により、「フグ」による食中毒の疑いと診断された。 
調査の結果、患者が自身で調理したフグを喫食していること、呼吸困難等の症

状を呈していること、患者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、
フグを原因とする食中毒と断定した。 

 

５ 患 者 

１名（ 男性１名：３０代） 

医療機関に入院中だが、回復傾向にある 

 

６ 主な症状 

息苦しさ等 

 

７ 原因食品 

フグの刺身（推定） 
 
 
参考 食中毒発生状況 
令和６年度(４月から本日まで本件を含む)  ３件 患者   ９人(うち金沢市１件   ７人) 

 令和５年度同期              ０件 患者   ０人(うち金沢市０件   ０人) 
 令和５年度通年              １６件 患者 ９７３人(うち金沢市４件  １７人) 

 

令和６年４月１９日 
薬 事 衛 生 課 
課 長  吉 田 恭 平 
( 外 線 ) 2 2 5 - 1 4 4 3 
(内線 ) 4 1 6 0～ 4 1 6 3 



                                        

 

 

  
各報道機関におかれましては、県民の方への注意喚起をお願いします。 

 


